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【通信欄】 

今年もハッピーでいきましょう！ 

 

『福寿草』 
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障害者控除対象者認定書の交付をご希望の方へ 

高齢者の方に対する税法上の障害者控除について 

 
障害者手帳の交付を受けていない方でも、障害者に準ずるものとして、福祉事務所長の認定を受けた

場合は、所得税や住民税の障害者控除の対象となります。 

所得控除の対象となる年の 12月 31日時点における要介護認定結果情報を確認し、該当する方には

「障害者控除対象者認定書」を交付します。この認定書を税務署等での税申告の際にご提出いただく

と、所得税や住民税の控除を受けることができます。 

 
【対象者要件】 

障害者控除対象者認定基準日（12月 31日）において、次の要件をすべて満たす方 

(1)  墨田区に住所があり 65歳以上で、要支援・要介護認定を受けている方 

(2)  介護保険の要介護認定結果情報による日常生活自立度等が、【障害者控除対象者認定基準】に該

当している方 

控除対象者認定区分 障害者控除額 

所得税 特別区民税 

障害者 ・知的障害者（軽度・中度）に準ずる 

・身体障害者（３級～６級）に準ずる 

 

27 万円 

 

26 万円 

特別障害者 ・知的障害者（重度）に準ずる 

・身体障害者（１級、２級）に準ずる 

・ねたきり高齢者 

 

 

40 万円 

 

 

30 万円 

【申請方法・問い合わせ先】                         

申請は原則、郵送受付です。 

申請書の提出から交付まで概ね２週間程度かかります 

問い合わせ先：墨田区高齢者福祉課支援係 電 話：０３-５６０８-６１６８   

  

 
 
 

高齢者のお宅に火災を未然に防止する機器を取り付けます。    

１ 対象となる方  墨田区内在住で、６５歳以上の高齢者のみの世帯の方     
※以下の③、④については、心身機能の低下等に伴い 
防火等の配慮が必要な方が対象となります。 

２ 設置できる機器    （【 】内は利用者負担額） ※所得等により費用負担がない場合もあります。 

 
 
 
 
 

 

３ 注意事項     

４ 問い合わせ先 墨田区高齢者福祉課支援係 電 話：０３-５６０８-６１６８   

  

火災警報器の例 

①火災警報器…………室内の火災を煙で感知し、音声で知らせる【1,000円】 
②自動消火装置………火災を感知し、消火液を自動噴射して初期消火を行う【3,000 円】 
③ガス安全システム…ガス漏れ、不完全燃焼を感知してガスを自動遮断する【4,000 円】  

④電磁調理器…………炎を生じない電磁作用により、調理器の上に乗せた鍋等を温める                       
もの【2,000円】※専用の鍋、やかん等はつきません。 

 

高齢者の虐待防止について相談・支援を行います 

【お問い合わせ先】 

お近くの高齢者支援総合センター 

「介護に困った、疲れた」と感じたり、ご家族やご近所に「様子が変だな、

心配だな」と感じる方はいらっしゃいませんか？ 高齢者支援総合センタ

ーにて相談・支援を行っています。お気軽にご相談ください。 


